参考様式第２-１号（規則第43条第１項第３号関係）　　　　　　　　　　　　　　（日本産業規格Ａ列４）

申請者の概要書

１　申請者の概要申請時点の法人全体の役職員数（非常勤を含む。）と、そのうち、常勤の役員数及び常勤の職員数を記載してください。また、当該法人全体の役職員数は参考様式第２－10号「監理支援事業の実務に従事する常勤・非常勤の役職員の業務体制」のA表及びB表に記載する役職員の合計と一致するよう記載してください。

	　（ふりがな）
①名称
（英語表記）
	　ほうこうきょうどうくみあい

	
	法厚協同組合許可申請書に記載した申請者の名称の英語表記を記載してください。


（　HOUKOU COOPERATIVE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	②設立の年月日
	令和〇〇年〇〇月〇〇日登記簿上の団体を設立した年月日を記載してください。


	③許認可等を受けた行政庁
	千葉県例えば、協同組合の場合は、協同組合の認可を受けた行政庁名を記載して下さい。（例：○○県）。


	④常勤役職員数
	合計　　１０　　人全ての常勤職員数（役員を含む。）を記載してください。


	⑤申請者に加入・加盟している会員又は組合員数
	団体に加入・加盟している者の総数を記載してください。技能実習生の受入れを行っていない会員・組合員も含まれます。参考様式第２－９号「申請者の会員・組合員等一覧表」上で申請者への加入・加盟の有無が「有」となっている会員・組合員数と一致しているか御確認ください。


２５

	⑥申請者の監理支援の下、育成就労外国人の受入れを行っている会員又は組合員数
	　０新規申請の場合は「0」と記載してください。また、「うち、技能実習生を受け入れている会員又は組合員数」について、受入れている会員等がない場合は「0」と記載してください。


（うち、技能実習生を受け入れている会員又は組合員数　　０　　）

	⑦監理支援を行う監理型育成就労外国人の国籍・地域の見込み
	　監理支援を行う予定の育成就労外国人の国籍・地域を記載してください。
なお、育成就労外国人の母国語で相談できる体制が確保されていることが必要です。

ベトナム　　　実習監理する予定の技能実習生の国籍及び人数を全て記載してください。人数は８欄（実習監理する団体監理型技能実習生の見込数）と一致する必要があります。
技能実習生の母国語で相談できる体制が確保されていることが必要です。

　インドネシア　
　フィリピン　　

	⑧労働保険番号
	　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇監理支援機関として監理支援を行う初回の受入れ時点の見込数を法人単位で記載してください。
※初回の受入れ時点とは、監理支援機関として監理支援を行う対象となる育成就労外国人を初めて受け入れる時のことを指します。
労働保険番号は14桁です。


	⑨監理支援を行う監理型育成就労実施者の見込数（法人単位）
※新規の許可申請時に記載
	初回受入れ時点　　３　者

	⑩監理支援を行う監理型育成就労外国人の見込数（法人単位）
※新規の許可申請時に記載
	監理支援機関として監理支援を行う初回の受入れ時点の見込数を法人単位で記載してください。
※初回の受入れ時点とは、監理支援機関として監理支援を行う対象となる育成就労外国人を初めて受け入れる時のことを指します。



初回受入れ時点　２８　人

	⑪監理支援事業の実務に従事する役職員の数（法人単位）
	

　１５　　人（うち常勤役員　２　人、うち常勤職員　８　人）


（注意）
１　①の「英語表記」は、外国人育成就労機構のホームページに監理支援機関情報を掲載する際、名称の英語版を掲載することから記載を求めるもの。必ずしもローマ字読みをした場合の記載に限らず、英語表記する場合の名称を記載すること。
２　④は、外国にある事業所に所属する常勤の役職員を除いた法人全体の役職員数を記載すること。
３　⑥は、この申請を行うまでに、既に申請者の監理支援の下、育成就労外国人の受入れを行っている会員又は組合員（育成就労実施者）がある場合に記載すること。また、技能実習制度に基づき技能実習生の受入れを行っている会員又は組合員（実習実施者）がある場合には、その数を記載すること。
４　⑧は、申請者が労働保険の成立手続を行い、労働保険番号を有している場合には、必ず記載すること（有していない場合は「なし」と記載すること。）。
５　⑨及び⑩は、新規許可申請時に法人単位で予定している初回受入れ時点の見込数を記載すること。
６　⑪は、申請時点の非常勤を含む法人全体の役職員数を記載すること。なお、常勤役員及び常勤職員の合計数と⑨及び⑩に記載の見込数を比較した際に、常勤の役職員数についての要件（規則第45条第２号）を満たす必要がある。

２　監理支援事業の実績
	①これまでの受入れ実績
	育成就労
外国人
	国籍（国又は地域）：　　　　　　　
	人数：　　　　　　人

	
	
	国籍（国又は地域）：　　　　　　　
	人数：　　　　　　人

	
	
	国籍（国又は地域）：　　　　　　　
	人数：　　　　　　人

	
	
	国籍（国又は地域）：　　　　　　　
	人数：　　　　　　人

	
	
	国籍（国又は地域）：　　　　　　　
	人数：　　　　　　人

	②現在受け入れている育成就労外国人の数
	育成就労外国人
	人

	
	区分等　　　　　　　時期
	直近１年
	直近２年
	直近３年

	③直近３年の育成就労事業年度における受入れ総数
	育成就労外国人
	人　
	人　
	人　

	④直近３年の育成就労事業年度における中途帰国者数直近３年の技能実習事業年度の行方不明者を記載してください。
例）令和８年度に申請する場合、令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの間に発生・判明したものを記載してください。

	育成就労外国人
	人　
	人　
	人　

	
⑤直近３年の育成就労事業年度・技能実習事業年度における行方不明者数
	育成就労外国人
	人　
	人　
	人　

	
	技能実習生第１号
	１人　
	人　
	人　

	
	技能実習生第２号
	２人　
	２人　
	人　

	
	技能実習生第３号
	人　
	人　
	人　

	
	行方不明年月日
	R８年　３月　１日　育　技第２号(２名)
	　　年　　月　　日　育　技第　号(　名)行方不明者がある場合は、時系列順に技能実習の段階と人数（判明している限りで構いません）を記載してください。
記載された人数が、直近１年～３年の人数の合計と一致しているか御確認ください。


	
	
	R７年　12月　１日　育　技第１号(１名)
	　　年　　月　　日　育　技第　号(　名)

	
	
	R６年　10月　１日　育　技第２号(２名)
	　　年　　月　　日　育　技第　号(　名)

	
	
	　　年　　月　　日　育　技第　号(　名)
	　　年　　月　　日　育　技第　号(　名)


（注意）
１　申請日を起算日として記載すること。
２　事業所単位ではなく、法人全体の人数を記載すること。
３　①は、申請日において受け入れている育成就労外国人を含んだ人数を記載すること。受け入れている国籍者が多く書き切れないときは、適宜欄を追加して差し支えない。
４　③から⑤までは、各育成就労事業年度（⑤の技能実習生の欄については、技能実習事業年度）の受入れ数、当該年度に発生した中途帰国者数、行方不明者数を記載すること（「直近１年」の欄には前事業年度、「直近２年」の欄には前々事業年度、「直近３年」の欄にはさらにその前の事業年度の発生数を記載すること）。
　６　⑤について、行方不明者がある場合には、行方不明年月日欄に、時系列順に育成就労外国人の場合は、「育」を○で囲み、技能実習生の場合は、技能実習の段階を記載すること。


３　相談応需、助言その他の援助に係る措置受け入れる予定の育成就労外国人の母国語の全てに対応する必要があります。
送出機関の職員を通訳とすることは、中立性の観点から適切ではありません。

	①対応可能言語
	言語
	ベトナム語
	インドネシア語
	英語
	語

	
	確保手法
	[bookmark: _Hlk221903152]☑　常駐
□　個別に対応
□　その他
　（　　　　　　　）
	□　常駐
☑　個別に対応
□　その他
　（　　　　　　　）
	□　常駐
□　個別に対応
☑　その他

（〇〇会社へ委託）
	□　常駐
□　個別に対応
□　その他
　（　　　　　　　）

	
	対応者氏名
	○○　□□
	△△　▽▽
	委託契約書添付
	

	
	資格等
	普通自動車第一種免許
	通訳案内士資格
	同上
	

	
	対応体制
	いつでも対応可能
	いつでも対応可能
	同上
	

	
	在留資格
	永住者
	技術・人文知識・
国際業務
	同上
	

	
	通訳経験年数
	○年
	○年
	同上
	

	
	日本語能力
	会話や読み書きに
支障なし
	日本語能力試験（N2）合格
	同上
	

	
	備考
	
	
	
	通訳についての雇用契約書又は業務委託契約書の写し、通訳人が外国人の場合は現在有効な在留カードの写し（表裏両面）を添付してください（常勤職員であっても提出してください。）。
＊契約書の添付漏れ、契約書記載内容の抜け漏れ（通訳言語を記載してください）・誤記載にご注意ください。


	②その他の援助に係る措置
	いずれの通訳人も対面による個別対応だけでなく、電話、メール、SNS等による対応も可。


（注意）
１　①は、対応する言語について記載すること。確保手法の欄は、団体の職員に当該言語を用いることができる者がいるときは「常駐」を、対応が必要となった都度、派遣等を受ける場合は「個別に対応」を、他の手段の場合は「その他」を選択し、その他を選択した場合は確保の方法を記載すること。また、資格等の欄は、当該言語を扱うことができる旨を証明する対応者が有する資格等を具体的に記載すること。
２　②は、対応可能言語以外に、特記すべき事項があれば記載すること。


上記の記載内容は、事実と相違ありません。
　　　　　　　　　　令和○○年　　　　○○月　　　　　○○日　　作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者の名称　　　法厚協同組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　作成責任者　役職・氏名　　代表理事　組合太郎　　　　　　　　　　
